
地声寸言  第二十二回「解散など考える時か」 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
景
気
対
策
、
株
価
対
策
な
ど
と
し
て
緊
急
に
具
体
的
な
対
策
の
実
行
を
強
く
要
請

さ
れ
て
い
る
麻
生
内
閣
と
し
て
は
、
第
一
次
補
正
に
続
い
て
第
二
次
補
正
も
国
会
に
提
出
す
る
考
え
を
示

し
て
い
る
が
、
よ
ほ
ど
思
い
切
っ
た
財
政
面
か
ら
の
テ
コ
入
れ
を
考
え
な
い
と
有
効
な
対
策
と
は
な
り
難

 

米
国
の
対
日
赤
字
は
五
年
ぶ
り
に
低
水
準
と
な
っ
た
が
、
他
方
、
日
本
は
八
月
輸
入
額
が
輸
出
額
を
上

回
り
、
正
月
休
み
の
影
響
で
輸
出
が
減
る
一
月
を
除
け
ば
、
約
二
六
年
ぶ
り
に
貿
易
赤
字
を
記
録
し
、
先

行
き
悲
観
論
も
広
が
っ
て
い
る
。
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
三
十
四
社
に
よ
る
実
質
成
長
率
の
予
測
値
平
均
は

本
年
度
が
〇
．
五
％
、
来
年
度
が
一
．
二
％
と
低
迷
し
て
い
る
。 

 

三
連
休
明
け
の
東
京
の
株
式
市
場
は
各
国
の
対
策
を
反
映
し
、
十
四
日
終
値
で
九
四
四
七
円
五
七
銭
円 

 

こ
の
世
界
的
金
融
危
機
の
深
刻
化
を
眼
の
前
に
し
て
、
米
欧
諸
国
も
急
速
に
対
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

独
の
打
ち
出
し
た
銀
行
預
金
の
全
額
保
護
に
他
の
欧
州
諸
国
も
一
部
追
随
す
る
、
米
欧
へ
の
中
央
銀
行
六

行
が
協
調
利
下
げ
を
行
い
、
英
国
が
大
手
銀
行
に
最
大
八
兆
七
千
億
円
の
公
的
資
金
の
注
入
を
発
表
し
た
。 

 

一
方
、
十
日
午
後
（
日
本
時
間
十
一
日
未
明
）
日
米
欧
の
主
要
七
ケ
国
（
Ｇ
７
）
財
務
相
・
中
央
銀
行

総
裁
会
議
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
幕
、
世
界
的
な
金
融
危
機
の
打
開
に
向
け
て
、
対
策
を
検
討
し
た
が
金
融

機
関
へ
の
公
的
資
金
の
注
入
な
ど
の
対
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。 

 

日
本
で
は
か
っ
て
平
成
十
年
金
融
危
機
打
開
の
た
め
国
会
が
「
金
融
安
定
化
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」 

 

米
国
は
、
最
大
七
千
億
ド
ル
（
約
七
十
兆
円
）
の
公
的
資
金
を
活
用
で
き
る
金
融
安
定
化
法
を
成
立
さ

せ
て
い
る
が
、
十
日
午
前
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
金
融
機
関
へ
の
資
本
注
入
を
前
向
き

に
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
正
式
に
表
明
し
た
。 

 

東
京
の
株
式
市
場
も
四
年
十
ケ
月
ぶ
り
に
日
経
平
均
が
一
万
円
を
割
り
込
み
、
十
日
八
二
七
六
円
四
三 

銭
の
終
値
と
な
っ
た
。
五
年
四
ケ
月
ぶ
り
の
安
値
で
あ
る
。 

 

米
自
動
車
大
手
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
（
Ｇ
Ｍ
）
の
格
付
け
を
格
下
げ
の
方
向
で
見
直
し
と
い
う
九

日
午
後
の
大
手
格
付
け
会
社
の
発
表
が
、
連
日
下
落
し
て
い
る
Ｎ
Ｙ
株
の
暴
落
の
引
き
金
と
な
り
、
十
日
、

一
時
八
千
ド
ル
割
れ
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
と
な
り
、
終
値
も
八
五
七
九
．
一
九
ド
ル
と
な
っ
た
。 

 

米
証
券
大
手
の
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
を
契
機
と
し
て
、
米
国
の
金
融
不
安
は
全
世
界
に
波

及
し
、
金
融
危
機
の
深
刻
化
と
実
体
経
済
の
悪
化
と
い
う
「
負
の
連
鎖
」
は
途
切
れ
る
兆
し
は
見
え
ず
、「
世

界
同
時
で
不
況
」
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
（
十
月
十
一
日
付
、
朝
日
） 

 
 
 
 
 
 

地
声
寸
言 

 

第
二
十
二
回
「
解
散
な
ど
考
え
る
時
か
」 

 
 
 

相
沢
英
之 

い
わ
ゆ
る
金
融
特
会
を
開
き
、
金
融
二
法
（
「
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
及

び
預
金
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
）
を
成
立
さ
せ
（
法
案
審
議
を
担
当
し
た
金
融
安
定
化
に
関
す

る
特
別
委
員
会
の
委
員
長
は
小
生
）
主
要
銀
行
を
初
め
金
融
機
関
に
不
良
債
権
処
理
の
た
め
約
十
二
兆
円

の
公
的
資
金
の
注
入
を
行
い
、
危
機
打
開
に
効
果
が
あ
っ
た
が
、
中
川
昭
一
財
政
・
金
融
担
当
相
は
そ
の

経
験
を
踏
ま
え
、
民
間
金
融
機
関
へ
の
公
的
資
金
に
よ
る
資
本
注
入
の
重
要 

（
一
一
七
一
円
一
四
銭
高
）
と
急
反
撥
し
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
政
府
の
株
価
対
策
と
し
て
は
、
自
社
株
買

い
の
規
制
を
年
内
い
っ
ぱ
い
一
部
撤
廃
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
、
こ
れ
で
は
ま
こ
と
に
不
充
分
で

は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

米
国
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
公
定
歩
合
で
の
貸
出
残
高
は
、
八
日
時
点
で
九
八
一
億
ド
ル
と
約
一
ケ
月
前
の
五
倍
に

も
膨
ら
み
、
日
本
で
は
日
銀
が
十
八
営
業
日
連
続
公
開
市
場
操
作
（
オ
ペ
）
を
実
施
、
十
日
は
銀
行
間
で

資
金
を
融
通
す
る
短
期
金
融
市
場
に
総
額
四
兆
五
千
億
円
を
即
日
供
給
す
る
こ
と
に
し
た
。 

性
を
訴
え
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。 

 

1 
 



地声寸言  二十二回「解散 ど える時か」 

2 
 

第 な 考

い
と
思
う
。 

 
最
大
野
党
の
民
主
党
は
、
本
年
度
補
正
予
算
、
新
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
改
正
案
の
早
期
採
決
を
容
認

す
る
と
い
う
作
戦
の
下
に
、
衆
議
院
の
早
期
解
散
を
誘
導
す
る
方
針
で
あ
っ
た
が
、
世
界
的
な
金
融
危
機

で
与
党
内
に
衆
議
院
解
散
先
送
り
論
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、
解
散
誘
導
戦
略
の
軌
道
修
正
を

始
め
た
と
い
う
。
民
主
党
は
、
党
と
し
て
の
金
融
危
機
対
応
策
を
取
り
纒
め
、
政
府
に
提
案
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
が
、
党
内
に
は
解
散
先
送
り
を
半
ば
覚
悟
す
る
声
も
出
始
め
て
い
る
と
い
う
（
こ
の
頃
、
主
と

し
て
十
一
日
毎
日
の
記
事
に
よ
る
）
。 

 

そ
こ
で
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に
も
せ
よ
、
国
会
の
解
散
、
総
選
挙
で
政
治

的
空
白
を
作
る
べ
き
で
は
な
く
、
先
ず
、
金
融
不
安
の
解
消
、
景
気
回
復
の
た
め
に
打
て
る
だ
け
の
手
を

早
急
に
打
つ
こ
と
と
、
そ
れ
に
必
要
な
予
算
や
法
律
を
国
会
に
提
出
、
審
議
・
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
与
党
も
野
党
も
な
い
、
政
治
的
な
取
引
き
は
後
回
し
に
し
て
実
現
を
急

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
対
策
を
と
っ
た
ら
い
い
か
、
左
に
思
い
つ
く
ま
ま
に
並
べ
て
み
る
（
紙

数
の
関
係
で
項
目
だ
け
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
）。 

一
、
公
共
投
資
の
追
加
。
と
く
に
従
来
の
財
投
関
連
の
事
業
、
例
え
ば
高
速
自
動
車
道
の
延
伸
、
空
港

整
備
な
ど
。
財
投
債
、
財
投
機
関
債
を
活
用
。
地
方
単
独
事
業
の
追
加
（
必
要
に
応
じ
て
財
源
と
す

る
地
方
債
の
元
利
補
給
） 

一
、 

年
金
基
金
な
ど
政
府
関
係
資
金
の
株
式
投
資
の
拡
充 

一
、 

株
価
対
策 

（
一
）
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
の
拡
充
、
現
在
保
有
す
る
株
式
売
却
の
凍
結
を
す
る
と
と
も
に
、

新
た
に
法
律
改
正
を
し
て
銀
行
等
保
有
株
以
外
に
も
買
取
り
対
象
を
拡
大
し
、
十
兆
円
の
追
加

買
入
れ
を
す
る
。 

（
二
）
日
銀
の
保
有
株
の
売
却
を
凍
結
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
十
兆
円
追
加
買
入
れ
を
す
る
。
と
く

に
銀
行
株
。 

（
三
）
自
社
株
買
い
の
規
制
を
撤
廃
す
る
。 

（
四
）
株
式
の
譲
渡
所
得
及
び
配
当
に
関
す
る
税
制
（
一
〇
％
課
税
）
の
現
行
特
例
を
そ
の
ま
ま
当
分

の
間
延
長
す
る
。 

一
、 

金
融
対
策 

（
一
）
ペ
イ
オ
フ
を
当
面
凍
結
し
、
預
金
全
額
を
保
証
す
る
。 

（
二
）
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
融
資
規
模
を
、
と
く
に
中
小
企
業
向
け
に
つ
い
て
思
い
切
っ
て
拡
充
す

る
。 

（
三
）
金
融
提
携
強
化
法
を
復
活
し
、
三
月
末
で
期
限
の
切
れ
た
中
小
金
融
機
関
に
対
す
る
公
的
資
金

の
注
入
を
復
活
す
る
。 

（
四
）
中
小
企
業
に
対
す
る
各
都
道
府
県
の
信
用
保
証
協
会
の
保
証
枠
を
思
い
切
っ
て
拡
充
す
る
。 

（
五
）
保
険
会
社
の
保
険
金
支
払
保
証
の
制
度
を
確
認
す
る
。 

（
六
）
貸
金
等
に
つ
い
て
の
規
制
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
資
金
調
達
を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
な
施
策

を
講
じ
る
（
例
え
ば
、
銀
行
か
ら
の
融
資
な
ど
を
規
制
し
な
い
）
。 

（
七
）
会
計
制
度
を
見
直
し
、
当
面
時
価
会
計
、
減
損
会
計
を
凍
結
す
る
。 

 

以
上
の
ほ
か
、
な
お
い
ろ
い
ろ
な
対
策
が
考
え
う
る
と
思
う
が
、
要
は
、
素
早
く
具
体
化
し
、
実
行
に

移
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
稀
に
見
る
異
常
な
金
融
、
経
済
異
変
に
は
、
容
易
な
手
段
で
は
対
処
で

き
な
い
と
思
う
が
、
読
者
諸
賢
如
何
に
思
わ
れ
る
か
。 


